
オーナーの超高齢化と人口激減、人口集中化により、何も手を付けなければ生き残っていくことが出来ない賃貸物
件の問題が年々高まっています。この問題に対応するには、物件の持つ特性ごとに適切な対応を実行していくことで
すが、オーナーの判断能力が低下してしまうと、『事態そのものが理解できない』『新たな契約が出来ない』『売却を含
め対策が出来ない』となり、物件の陳腐化に歯止めをかけることが出来なくなってしまいます。不動産管理会社には、
地域特性を知り尽くした視点で、オーナー家族の相続・認知症リスク問題を分析・解決する事が求められています。

ふりがな

お申込者

ご住所

電話番号

〒730-0013 広島市中区八丁堀１５-１０セントラルビル
www.h-life.jp 定休日 日・祝 営業時間 9:00～19:00

参加者

会社名

ふりがな

長期安定経営の達成には、オーナー家族・承継者からの信頼獲
得が絶対条件です。これまで長期にわたって管理してきたにもか
かわらず、相続発生と同時に管理物件・ご自宅・遊休不動産のす
べてが大手不動産業者によって売却されてしまった経験はありま
せんか！？家族信託を活用し、子へ権限を移すことで売却やリノ
ベーション提案など、ビジネステクニックを解説いたします。

1963年生まれ。大手ハウス
メーカー・地場ゼネコンを経て
平成19年株式会社椿不動産設
立。平成29年、相続・家族信託
に特化した行政書士法人ライ
フ設立。不動産コンサルティン
グマスター・家族信託専門士

講師

http://www.h-life.jp/

